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豊田市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所）

変  更  後 変  更  前 

１．～３．略 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］（２）① 略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

○事業名 

豊田市駅前通り北地区第

一種市街地再開発事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）に移設 

○事業名 

新豊田駅東口駅前広場整

備事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）に移設 

（３）に移設 

１．～３．略 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整

備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］（２）① 略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

○事業名 

豊田市駅前通り北地区第

一種市街地再開発事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

豊田市駅東口駅前広場整

備事業

○内容 

豊田市駅東口における駅

前広場の整備 

A=7,100 ㎡  

○実施時期 

平成 21 年度～令和６年度 

豊田市 この事業は、現在の駅前広場を

刷新し、グラウンドレベルでの

にぎわいづくりに向けて、歩行

者空間整備を行い、魅力のある

都市空間を創出するために必要

である。 

〇支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（豊田都

心地区）） 

〇実施期間 

令和５年度～ 

令和６年度 

○事業名 

新豊田駅東口駅前広場整

備事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

豊田市駅西口ペデストリ

アンデッキ整備事業

○内容 

ユニバーサル対応のペデ

ストリアンデッキの再整

備  

○実施時期 

平成 29 年度～令和６年度 

豊田市 本事業は、鉄道、バス等の利用

者の円滑な移動を確保するとと

もに、周辺の商業施設等との一

体利用やイベント利用を図るた

めに必要である。なお、この事

業が完了した際には歩行者通行

量の増加に間接的に寄与する。 

〇支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（豊田都

心地区）） 

平成 30 年度～ 

令和６年度 

○事業名 

都心地区新設サイン整備

事業

○内容 

施設への回遊性を促すサ

イン施設整備 

○実施時期 

平成 29 年度～令和６年度 

豊田市 本事業は、目的地への案内や公

共交通の乗り換え案内の充実、

発見しやすく分かりやすい案内

施設を再整備することにより、

回遊性や利便性の向上、施設来

街者の増加を図るために必要で

ある。 

〇支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（豊田都

心地区）） 

平成 30 年度～ 
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（３）に移設 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

○事業名 

豊田市駅東口駅前広場整

備事業

○内容 

豊田市駅東口における駅

前広場の整備 

A=7,100 ㎡  

○実施時期 

平成 21 年度～令和６年度 

豊田市 この事業は、現在の駅前広場を

刷新し、グラウンドレベルでの

にぎわいづくりに向けて、歩行

者空間整備を行い、魅力のある

都市空間を創出するために必要

である。 

〇支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（豊田都

心地区）） 

〇実施期間 

令和５年度～ 

令和６年度 

○事業名 

豊田市駅西口ペデストリ

アンデッキ整備事業

○内容 

ユニバーサル対応のペデ

ストリアンデッキの再整

備  

○実施時期 

平成 29 年度～令和６年度 

豊田市 本事業は、鉄道、バス等の利用

者の円滑な移動を確保するとと

もに、周辺の商業施設等との一

体利用やイベント利用を図るた

めに必要である。なお、この事

業が完了した際には歩行者通行

量の増加に間接的に寄与する。 

〇支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（豊田都

心地区）） 

平成 30 年度～ 

令和６年度 

○事業名 

都心地区新設サイン整備

事業

○内容 

施設への回遊性を促すサ

イン施設整備 

○実施時期 

平成 29 年度～令和６年度 

豊田市 本事業は、目的地への案内や公

共交通の乗り換え案内の充実、

発見しやすく分かりやすい案内

施設を再整備することにより、

回遊性や利便性の向上、施設来

街者の増加を図るために必要で

ある。 

〇支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（豊田都

心地区）） 

平成 30 年度～ 

令和６年度 

○事業名 

市道西町若宮線歩車共存

道路整備事業

○内容 

歩行者が安全に通行でき

豊田市 本事業は、駅周辺における円滑

な交通流の確保や歩行者が安全

で快適に移動できる空間の創出

を図るために必要である。 

〇支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

令和６年度 

○事業名 

市道西町若宮線歩車共存

道路整備事業

○内容 

歩行者が安全に通行でき

る歩道を整備 

○実施時期 

平成 30 年度～令和５年度 

豊田市 本事業は、駅周辺における円滑

な交通流の確保や歩行者が安全

で快適に移動できる空間の創出

を図るために必要である。 

〇支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（豊田都

心地区）） 

令和２年度～ 

令和５年度 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（２）②から移設 

（２）②から移設 

（２）②から移設 

（２）②から移設 
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る歩道を整備 

○実施時期 

平成 30 年度～令和５年度 

画事業（豊田都

心地区）） 

令和２年度～ 

令和５年度 

○事業名 

自転車走行ルートの整備

事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）略 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

○事業名 

博物館整備事業

○内容 

歴史・文化財や関連する自

然についての展示、学習支

援・交流調査・研究、収集

を推進する博物館を整備  

○実施時期 

平成 29 年度～ 

豊田市 本事業は、歴史・文化財や関連

する自然についての展示、学習

支援・調査・研究、収集を推進

する博物館の整備により、多様

な人々が集う場づくりを図るた

めに必要である。なお、この事

業が完了した際には歩行者通行

量の増加に寄与する。 

○支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金（暮

らし・にぎわい

再生事業） 

○実施時期  

令和 2年度～

（２）② ～（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略）  

〇事業名 

都心公共施設活性化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）①に移設

〇事業名 

ものづくり創造拠点運営

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

自転車走行ルートの整備

事業

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（４）略 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（４）からの移設 

（２）② ～（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略）  

〇事業名 

都心公共施設活性化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

博物館整備事業

○内容 

歴史・文化財や関連する自

然についての展示、学習支

援・交流調査・研究、収集

を推進する博物館を整備  

○実施時期 

平成 29 年度～ 

豊田市 本事業は、歴史・文化財や関連

する自然についての展示、学習

支援・調査・研究、収集を推進

する博物館の整備により、多様

な人々が集う場づくりを図るた

めに必要である。なお、この事

業が完了した際には歩行者通行

量の増加に寄与する。 

〇事業名 

ものづくり創造拠点運営

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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６．略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案

内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（４）に移設 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略） （略） （略） （略） （略） 

〇事業名 

まちなかエリア新規創業

相談・支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

○事業名 

中心市街地テナントミッ

クス整備事業

○内容 

調査事業に基づいた施設

整備事業の実施 

○実施時期 

平成 25 年度～令和４年度 

豊田まちづ

くり（株）

ほか民間事

業者 

本事業は、「中心市街地テナン

トミックスビジョン再構築プロ

ジェクト会議」の調査事業に基

づいた施設整備を実施するもの

であり、商業の活性化のために

必要である。なお、この事業は

歩行者通行量の増加に寄与す

る。 

８．略 

６．略 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士

育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

○事業名 

中心市街地テナントミッ

クス整備事業

○内容 

調査事業に基づいた施設

整備事業の実施 

○実施時期 

平成 25 年度～令和４年度 

豊田まちづ

くり（株）

ほか民間事

業者 

本事業は、「中心市街地テナン

トミックスビジョン再構築プロ

ジェクト会議」の調査事業に基

づいた施設整備を実施するもの

であり、商業の活性化のために

必要である。なお、この事業は

歩行者通行量の増加に寄与す

る。 

○支援措置の

内容 

地域まちなか

活性化・魅力創

出支援事業費

補助金（中心市

街地活性化支

援事業）のうち

先導的・実証的

事業 

○実施時期  

令和 2年度～ 

令和４年度 

（２）②～（３）略 

（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
中心市街地の活性化を実現する

ための位置付け及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（略）  

〇事業名 

まちなかエリア新規創業

相談・支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）①から移設 

８．略 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

[１]～[２]（１）② 略 

 ③協議会の開催経過 

区分 開催日 主な議題 

第１回 H25.５ 第２期計画事業の推進について 

第２回 H26.５ 第２期計画の変更について 

第３回 H29.９ 第２期計画事業の推進について 

第４回 H27.５ 第２期計画の変更について 

第５回 H27.11 第２期計画事業の推進について 

第６回 H28.６ 第２期計画の変更について 

第７回 H28.９ 第２期計画事業の推進について 

第８回 H29.５ 第２期計画事業の進捗状況について 

第９回 H29.11 第３期計画案について 

第 10 回 H30.１ 第３期計画案について 

第 11 回 H30.５ 第２期計画の総括・第３期計画事業の推進について 

意見書 H31.１ 第３期計画の変更について 

第 12 回 H31.３ 第３期計画の変更・事業の推進について 

第 13 回 R1.５ 第３期計画事業の進捗状況について 

第 14 回 R1.９ ラグビー世界大会開催時の催事について 

意見書 R1.10 第３期計画の変更について 

第 15 回 R2.５ 第３期計画事業の進捗状況について 

意見書 R2.５ 第３期計画の変更について 

 ④ 略 

（２）～（３）略 

[３] 略 

１０．～１２． 略 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

[１]～[２]（１）② 略 

 ③協議会の開催経過 

区分 開催日 主な議題 

第１回 H25.５ 第２期計画事業の推進について 

第２回 H26.５ 第２期計画の変更について 

第３回 H29.９ 第２期計画事業の推進について 

第４回 H27.５ 第２期計画の変更について 

第５回 H27.11 第２期計画事業の推進について 

第６回 H28.６ 第２期計画の変更について 

第７回 H28.９ 第２期計画事業の推進について 

第８回 H29.５ 第２期計画事業の進捗状況について 

第９回 H29.11 第３期計画案について 

第 10 回 H30.１ 第３期計画案について 

第 11 回 H30.５ 第２期計画の総括・第３期計画事業の推進について 

意見書 H31.１ 第３期計画の変更について 

第 12 回 H31.３ 第３期計画の変更・事業の推進について 

第 13 回 R1.５ 第３期計画事業の進捗状況について 

第 14 回 R1.９ ラグビー世界大会開催時の催事について 

意見書 R1.10 第３期計画の変更について 

 新規追加  

 新規追加  

 ④ 略 

（２）～（３）略 

[３] 略 

１０．～１２． 略 


